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はじめに 

 

重要鉱物1は、様々な工業製品の原材料として、国民生活及び経済活動を支える重要な資

源であり、近年では特にカーボンニュートラル（以下「ＣＮ」という。）実現に向けて普及

が見込まれる再エネ関連機器や電動車等の製造に必要不可欠な鉱物資源の獲得競争が激化

するなど、鉱物資源を取り巻く環境は大きな変化に直面している。 

 

一方、資源埋蔵の偏在性等から、多くの鉱種は特定国への依存度が高く、経済合理性や環

境規制・労働環境の課題等により、特定国によるサプライチェーンの寡占化も進むなか、代

替供給は困難な状況である。また、レアアースについては、2010年に中国が輸出枠を大幅削

減したことで、レアアースの輸出が一時停滞、価格も高騰したこと等を含め、重要鉱物の供

給途絶の蓋然性が認められる。 

 

各国が重要鉱物のサプライチェーン強靱化に受けた動きを活性化させる中、我が国として

も工業生産の維持・発展を図るため、これらの重要鉱物の安定供給確保が喫緊の課題となっ

ている。こうした趣旨を踏まえ、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推

進に関する法律（令和４年法律第 43 号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づ

き、「重要鉱物に係る安定供給確保を図るための取組方針」（以下「取組方針」という。）

を次のように定めたので、同条第５項の規定に基づき公表する。 

  

なお、取組方針において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

  

 
1 重要鉱物とは、「金属鉱産物（マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモ

ン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレ

ン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファ

イト、フッ素、マグネシウム、シリコン、リン及びウランに限る。）」をいう。 
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第１章 重要鉱物の安定供給確保のための取組の基本的な方向に関する事項 

 

第１節 重要鉱物を取り巻く状況 

 

（１）重要性 

 

① 重要鉱物の用途・特性 

重要鉱物は、今後市場拡大が見込まれる電動車や定置用蓄電池で用いられるリチウム

イオン電池（以下「ＬＩＢ」という。）、高性能モーター、風力発電用のタービン、半導

体等に用いられ、我が国の産業に欠かせない原材料である。 

 

とりわけ、レアアース、蓄電池用途に用いられるリチウム、ニッケル、コバルト、グ

ラファイト、マンガン及びバナジウム、半導体及び超硬工具等に用いられるガリウム、

ゲルマニウム、フッ素、タングステン、シリコン、リン、タンタル及びアンチモン、先

端電子部品等に用いられるジルコニウム及びバリウム並びに航空機及び自動車の部素

材等に用いられるチタン及びマグネシウムといったレアメタルは 2050 年のＣＮ実現に

不可欠であり、今後も重要性・成長性が見込まれる。 

例えば、レアアースについては、多くの優れた物理的・科学的特性を持つことから、

高性能モーター用レアアース磁石を始め、コンデンサー、センサー等の電子製品、金属

合金、蛍光体等に使用されており2、先端技術を用いた製品には不可欠な物資である。ま

た、2010年に中国によるレアアースの一時的な輸出制限が行われた後、重希土類の磁石

への添加率を下げる取組が行われたが、永久磁石の特性を発揮させるには微量であって

もレアアースが不可欠とされている。 

 

リチウム、ニッケル、コバルト、グラファイト、マンガン及びバナジウムについては、

蓄電池向けのほか、自動車や船舶等向けの構造用合金鋼や、ハードディスクドライブ等

の原材料、耐熱ガラス用添加剤等、多種多様な用途に使用されている。特にＬＩＢ正極

材にはリチウムが欠かせず、代替や少量化も難しい中、電動車普及の拡大に伴い需要量

の大幅な増加が想定される。 

 

ガリウムは、半導体や永久磁石等に、ゲルマニウムは、光ファイバーや半導体等に使

用される鉱物であり、将来の需要増加が想定されている。しかし、これらは自然界では

単体で存在せず、アルミニウムの原料であるボーキサイト、亜鉛鉱石及び石炭灰に微量

に含まれる元素で、アルミニウムや亜鉛等の副産物でしか産出されないという生産上の

制約がある。 

 

 
2 電動車や風力発電機、産業用ロボット、空調設備、軍需用機器等、様々な製品に組み込まれている。 
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フッ素及びリンは、半導体に不可欠なエッチング工程等に用いられている。 

 

タングステンは、超硬工具に使用されるほか、半導体の金属配線等に用いられている。

いずれも他物資による代替性はなく、また将来的な半導体の需要拡大に伴い需要量の増

加が想定される。 

 

シリコンは、半導体基板であるシリコンウエハ等に、タンタルは、半導体用スパッタ

リングターゲット等に、アンチモンは、難燃助剤のほかに半導体のドーピング材等に用

いられている。 

 

ジルコニウム及びバリウムは、先端電子部品である積層セラミックコンデンサ等に用

いられている。 

 

チタン及びマグネシウムは、軽量化を目的に航空機や自動車の部素材や添加剤等に用

いられている。 

 

また、ウランについては、原子力発電の燃料等に使用されている。原子力は、脱炭素

社会の実現とエネルギー安全保障の両立を実現していく上での重要なエネルギー源で

あり、ウラン燃料の安定供給が重要である。 

 

② 重要鉱物の市場動向及び関連産業への影響 

重要鉱物の供給は、海外からの輸入に依存しているが、それぞれの鉱物を産出する国

には偏りがあり、政情不安が懸念される国から産出されるものも多い。また、鉄やアル

ミ等のベースメタルに比べて市場規模が小さいため、価格変動が大きいという特徴があ

る。また、重要鉱物の多くが他の鉱物の副産物として産出されるので、主な生産物の生

産動向によって、その供給が左右されやすい傾向にある。こうした特徴に加えて、一部

の重要鉱物では将来的に需要が供給を上回る「需給ギャップ」が生じ、世界各国との間

で資源獲得競争が激化することも予想されている。 

 

また、とりわけ重要鉱物のうち、レアアース及びリチウム、ニッケル、コバルト、グ

ラファイト、マンガン、バナジウム等の蓄電池用途に用いられる鉱物は、ＣＮの実現の

要となる太陽光発電、風力発電、電動車等に使用される蓄電池、永久磁石等の製品の原

材料として必要不可欠であり、なかでも、リチウム、ニッケル、コバルト、グラファイ

ト及びマンガンは、電動車の普及に伴うＬＩＢ需要の増加に伴い、今後大きく需要が増

加することが見込まれている。 
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国際エネルギー機関（以下「ＩＥＡ」という。）のレポート3によると、2050年には世

界のエネルギー供給の約３分の２は再生可能エネルギーになると分析されており、太陽

光発電容量は現在から 2050 年の間に約 20 倍に増加し、風力発電は約 11 倍に増加する

とされているほか、電動車市場も各国政府が実質ゼロ排出を目指す政策を実施すれば、

普及が更に加速すると指摘されており、2030 年には世界の電動車の保有台数が約１億

4500万台に達すると予測されている。 

 

太陽光発電、風力発電及び電動車の急拡大に伴い、これらを支える蓄電池や永久磁石

等の市場も急拡大が見込まれており、とりわけ、蓄電池は、車載用蓄電池、定置用蓄電

池ともに拡大する見通しである。2019 年の蓄電池の市場規模は約５兆円であるのに対

し、2050 年の市場規模は約 100 兆円に拡大すると見込まれており4、蓄電池市場の拡大

に伴い、原材料であるリチウム、ニッケル、コバルト、グラファイト、マンガン、バナ

ジウム等についても同様に大きく需要が増えることが見込まれる。また、電動車の駆動

モーターの世界市場は、2030 年には 2020 年の約５倍の２兆円を超える市場規模となる

ことが予測されている5。このほか、風力発電の増加、省エネ家電や工場の自動化に伴う

産業機器の需要増大等により、2030 年のネオジム磁石の需要増加の割合は 2020 年の２

倍以上となることが予測されている6。 

 

重要鉱物のうち、ガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、シリコン、リン、

タンタル、アンチモン、ジルコニウム及びバリウムについては、５Ｇの普及に伴う半導

体及び先端電子部品用途等として需要の増加が見込まれている。特に、ゲルマニウムに

ついては、５Ｇ関連投資の活発化に伴う通信需要の増加を受けて光ファイバー需要が増

加しているところ、光ファイバー用途として、今後の増加も見込まれている。 

 

重要鉱物のうち、チタン及びマグネシウムについては、軽量化が求められる電動車の

急拡大に伴う自動車用途等として需要の増加が見込まれている。 

 

重要鉱物のうち、ウランについては、原子力発電の燃料等に使用されている。原子力

は脱炭素社会の実現とエネルギー安全保障の両立を実現していく上での重要なエネル

ギー源であり、ウラン燃料の安定供給が重要。ＩＥＡのレポート7によると、世界の原子

力発電容量は現在から 2050 年の間に約２倍に増加すると予測8されており、原子力発電

 
3 ＩＥＡ「The role of critical minerals in clean energy transitions」 
4 ＩＲＥＮＡ、企業ヒアリング等を元に、経済規模は、車載用パック（グローバル）の単価を、2019年２万円/ｋＷｈ→2030 年１万円/

ｋＷｈ→2050 年 0.7万円/ｋＷｈとして試算。定置用は車載用の２倍の単価として試算。 
5 経済産業省「第３回 産業構造審議会 グリーンイノベーションプロジェクト部会 産業構造転換分野ワーキンググループ資料」2021 
6 米国エネルギー省(ＤＯＥ)「Rare Earth Permanent Magnets Supply Chain Deep Dive Assessment」2022、欧州原材料アライアンス 

「Rare Earth Magnets and Motors: A European Call for Action」2021 
7 ＩＥＡ「The role of critical minerals in clean energy transitions」 
8 ＩＥＡ「Net Zero by 2050」 
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市場の拡大に伴い、ウラン燃料需要も約２倍に増加すると見込まれている9。 

 

（２）外部依存性 

 

① 供給先の動向及び供給途絶の影響に関する認識 

我が国は、金、銀、珪石等については、現在でも一部の鉱山で操業が行われているが、

レアメタル等については国内での操業は行われておらず、多くの重要鉱物は埋蔵や生産国

が特定国に偏在し、我が国への輸入も特定国に依存する構図となっている。 

 

我が国の領海・排他的経済水域内等には海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、レア

アース泥等の海洋鉱物資源が賦存しているが、深海にある資源であることから実用化に向

けては資源量の把握、生産技術の確立、開発コストの削減等、様々な課題が存在し、こう

した課題を一つずつ解決していくため、海洋基本計画（令和５年４月閣議決定）に基づき

関係府省が連携して対応している。 

 

このような現状を踏まえつつ、特に今後のデジタル化、ＣＮの実現に必要不可欠なバッ

テリーメタルとレアアース、半導体等に用いられるレアメタルについては、以下のように、

外部依存している状況にある。 

 

ア リチウム 

リチウムは、その供給を海外からの輸入に依存しており、2021年の貿易統計による

と、中国が約 55％、チリが約 30％となっている。また、ＩＥＡが特定鉱物採掘量の上

位３カ国シェアをまとめたデータによると、世界の製錬量の約 60％が中国に集中して

いる。 

 

イ ニッケル 

ニッケルは、海外からの輸入に依存しており、2021年の貿易統計によると、インド

ネシアが約 28％、フィリピンが約 26％となっている。また、ＩＥＡの特定鉱物採掘量

の上位３カ国シェアをまとめたデータによると、世界の製錬量の約半分を中国、イン

ドネシアで占めている。 

 

ウ コバルト 

コバルトは、海外からの輸入に依存しており、2021年の貿易統計によると、フィン

ランドが約 37％、フィリピンが約 35％となっている。また、ＩＥＡの特定鉱物採掘量

の上位３カ国シェアをまとめたデータによると、世界の製錬量の約 70％が中国に集中

している。なお、世界の埋蔵量の約半分がコンゴ民主共和国に偏在しているという特

 
9 OECD-NEA 「Uranium 2022：Resources, Production and Demans」 
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徴を有する。 

 

エ グラファイト（天然黒鉛） 

グラファイト（天然黒鉛）は、海外からの輸入に依存しており、2021年の貿易統計

によると、中国が約 96％となっている。中国外での天然黒鉛鉱石生産も行われつつあ

るが、負極材原料として利用するのに必要なグラファイトの球状化工程は、コストや

廃液処理の問題等から中国にほぼ一極集中している。 

 

オ マンガン 

マンガンは、海外からの輸入に依存しており、2021年の貿易統計によると、南アフ

リカ共和国が約 40％、オーストラリアが約 20％となっている。マンガンの鉱床は、世

界中に賦存しているが、品位の高い鉱石は最大需要である鉄鋼用途に使用されること

から、品位の低い鉱石が正極材の原料に使用され、その加工コストがかかるため、金

属マンガンの生産は中国にほぼ一極集中している。 

 

カ レアアース（ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム等） 

レアアースは、海外からの輸入に依存しており、2021年の貿易統計によると、中国

が約 60％、ベトナムが約 16％となっている。特に、重希土類（ジスプロシウム、テル

ビウム等）を多く含む鉱石の鉱床は中国南部に集中しており、資源の偏在性や技術力、

コストの問題等から世界の製錬量のほぼ 100％が中国に集中している。 

 

近年では、豪州や米国でレアアース鉱石の生産が再開され、豪州で生産されたレア

アース鉱石は、マレーシアで処理され酸化物になるなど、サプライチェーン多様化に

向けた動きが一部活発化している。しかし、重希土類は、電力や放射性物質の処理コ

スト等の理由により、他国で採掘された鉱石であっても中国に輸出され、製錬されて

いる。  

 

キ ガリウム 

ガリウムは、海外からの輸入に依存しており、2022年の貿易統計を基にした推計で

は約６割を中国からの輸入に依存している。アルミニウムの原料であるボーキサイト

並びに亜鉛鉱石及び石炭灰に微量に含まれる元素で、アルミニウム、亜鉛等の副産物

でしか産出されない。そのため、構造的に世界一のアルミニウム生産国である中国に

依存する状況であり、さらにガリウムの抽出はほぼ中国においてしか行われておらず、

世界のガリウム生産量のほぼ 100％を占めている。日本国内でも亜鉛製錬による地金

の生産が行われているが、生産量は国内需要量の２％程度である。 

 

ク ゲルマニウム 

ゲルマニウムは、亜鉛製錬や石炭灰の副産物でしか産出されないため、生産量は亜
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鉛や石炭の生産量に左右される。さらに、金属ゲルマニウムは、その大半（約７割）

が中国で生産されており、2022年の貿易統計によると日本も８割以上を中国から輸入

している。 

     

ケ ウラン 

ウランは、海外からの輸入に依存しており、かつ、製錬工程の実施主体も、欧米、

ロシア及び中国を中心に数社に限られている。 

 

コ フッ素 

フッ素の原材料となる蛍石のグローバルな生産は中国、メキシコ及びモンゴルを中

心に特定少数国に限られている。また、コスト等の問題から蛍石からのフッ酸製造の

工程が中国に集中しており、日本も輸入しているフッ酸については、ほぼ全てを中国

から輸入している。 

 

サ タングステン 

タングステンのグローバルの鉱石生産は、特定少数国に依存しており、中国が８割

を占めている。日本が輸入するタングステン材料の大半は、中国に依存している。 

 

シ バナジウム 

バナジウムのグローバルでの鉱石生産は、特定少数国に依存しており、中国が７割

を占めている。また、日本が輸入する五酸化バナジウムの大半は、中国に依存してい

る。 

 

ス シリコン 

金属シリコンのグローバルでの生産は、特定少数国に依存しており、中国が７割を

占めている。日本が輸入する金属シリコンの大半は、中国に依存している。 

 

セ リン 

黄リンは、全量輸入しており、ほぼベトナムに依存している。また、黄リン誘導品

のグローバルでの生産は、中国が７割を占めている。 

 

ソ タンタル 

タンタルのグローバルでの鉱石生産は、アフリカが７割を占めており、紛争や政情

不安による供給途絶が危惧されている。 

 

タ アンチモン 

アンチモンのグローバルでの鉱石生産は、特定少数国に依存しており、中国が５割

を占めている。中国が輸出管理規制を実施する以前は、日本が輸入するアンチモンの
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大半は、中国に依存していた。 

 

チ ジルコニウム 

ジルコニウムを原料とするオキシ塩化ジルコニウムは、輸入に依存しており、日本

が輸入するジルコニウムの大半は、中国に依存している。 

 

ツ バリウム 

炭酸バリウムの原材料となる毒重石のグローバルでの生産は、特定少数国に依存し

ており、中国が９割を占めている。日本が輸入する炭酸バリウムの大半は、中国に依

存している。 

 

テ チタン 

スポンジチタン及び酸化チタンの原材料であるイルメナイト鉱石のグローバルで

の生産は、中国が４割、モザンビークが１割、南アフリカが１割を占めており、中国

が主要な生産国である。 

 

ト マグネシウム 

マグネシウムのグローバルでの鉱石生産は、特定少数国に依存しており、中国が８

割を占めている。日本が輸入するマグネシウムの大半は、中国に依存している。 

 

② 我が国及び諸外国・地域の政府及び民間の動向 

 

ア 政府の動向 

⚫ 日本 

我が国は、重要鉱物等の安定供給確保に向けて、独立行政法人エネルギー・金属鉱

物資源機構（以下「ＪＯＧＭＥＣ」という。）を通じた資源探査や民間企業の資源開発

プロジェクトへのリスクマネー供給、資源外交を通じた資源国との関係強化等に加え、

リサイクルや使用量低減に係る技術開発の推進等にこれまでにも取り組んでいる。 

 

第７次エネルギー基本計画（令和７年２月閣議決定）においては、「鉱物資源は、あ

らゆる工業製品の原材料として、国民生活及び経済活動を支える重要な資源であり、

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）やグリーントランスフォーメーション（Ｇ

Ｘ）の進展や、それに伴い見込まれる電力需要増加への対応に必要不可欠である。ま

た、エネルギーの有効利用の鍵となり、今後、製品としても日本企業の競争力を左右

する蓄電池、モーター、半導体等の製造にあたっては、銅や、レアメタル等の鉱物資

源の安定的な供給確保が欠かせない。」とされており、同計画において「資源ナショナ

リズムの高まりや開発条件の悪化等により、資源開発リスクも引き続き上昇傾向にあ

り、一部のレアメタルについては、上流のみならず中流工程についても特定国による
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寡占化が進みつつある。」とされ、海外からの資源供給リスク低減や使用済み製品等に

含まれる有用資源の循環を推進し、国内製造業への金属材料の安定供給を実現するた

め、これまでの海外及び本邦周辺の海域における探鉱、採掘、選鉱及び製錬事業への

出資・債務保証業務に加え、2022年には、ＪＯＧＭＥＣの機能に国内における製錬事

業への出資・債務保証業務を追加したところである。 

 

⚫ 中国 

中国は、国内レアアース産業への管理を強化しているほか、特定品目の輸出や中国

域外の流通についても管理を強化する方向にある。2020 年には中国輸出管理法10を施

行したほか、2024 年に中国レアアース管理条例11を施行している。2023年８月には中

国商務部・海関総署公告 2023 年第 23 号（ガリウム・ゲルマニウム関連品目の輸出

規制実施に関する公告）に基づきガリウム・ゲルマニウムを、2023 年 10 月には中国

商務部・海関総署公告 2023 年第 39 号（黒鉛品目の臨時輸出管理措置の最適化・調

整に関する商務部・海関総署公告の公告）に基づきグラファイトを、2024年８月には

中国商務部・海関総署公告 2024 年第 33 号（アンチモン等品目の輸出規制に関する

公告）に基づきアンチモンを、2025 年２月には中国商務部・海関総署公告 2025 年第

10号（タングステン等関連品目の輸出管理に関する公告）に基づきタングステン、テ

ルル、ビスマス、モリブデン、インジウムを、2025年４月には中国商務部・海関総署

公告 2025年第 18 号（一部の中重レアアース関連品目の輸出管理に関する公告（第一

弾））に基づきサマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、

スカンジウム、イットリウムを、2025年 10月には中国商務部・海関総署公告 2025年

57 号（一部の中重レアアース関連品目の輸出管理に関する公告（第二弾））に基づき

ホルニウム、エルビウム、ツリウム、ユウロピウム、イッテルビウムを輸出許可が必

要な鉱種に指定した。 

 

管理・規制強化の一方、鉱山開発支援についても、強化を進めており、中国国内の

レアアース生産企業に対して、技術開発、産業振興、社会保障、環境保全等へ補助し

ている。 

 

また、例えば、コバルトの一大産出国であるコンゴ民主共和国では、中国国営銀行

が総額約 120億ドルを融資するなど、中国以外での鉱山開発のためのファイナンス支

援も積極的に行っている。 

 

 
10 中国製の規制品目を含む製品の再輸出の際に、中国域外であっても中国政府の許可を義務付けている。 
11 中国国内レアアース産業の、採掘、選鉱、製錬、分離、金属化、総合利用、製品流通、輸出入まで含めたサプライチェーン上の各活

動について、既存の通達規制等を法制化する動きである。具体的には、レアアース管理の際の中国共産党と国家の方針・政策の徹底、

レアアースの国家所有、国家によるレアアースの採掘、選鉱、製錬、分離の総量指標規制、トレーサビリティシステムの構築及び輸出

等に従事する企業の同システムへの入力義務、レアアース備蓄システムの強化等を明文化している。また、これまで運用されていた既

存の管理措置以外で、違法に採掘、選鉱、製錬、分離したレアアース製品の購入、加工、販売輸出に対する罰則等も規定している。 
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⚫ 米国 

経済・国家安全保障に不可欠かつ、サプライチェーンに途絶の危険性がある鉱物と

定義されたバッテリーメタル、レアアース、半導体等に用いられるレアメタルを含む

60鉱種をクリティカルミネラルとして内務省が指定し、国防生産法による支援、エネ

ルギー省の貸付プログラム等の支援対象としている。 

 

2020年のエネルギー法では、レアアース回収に係る研究開発のほか、代替材料、利

用削減、リサイクル等の研究開発に対する支援措置が発表された。また、2021年のイ

ンフラ投資・雇用法では、重要鉱物や電動車バッテリーを対象に約 70億ドルの予算を

割り当て、採掘から選鉱・製錬までの上流・中流工程を対象としたプロジェクトに約

16億ドルを助成している。さらに、2022年の国防生産法による支援策では、レアアー

スの処理施設に対し、約 15.5億ドルのファイナンスが実施されている。 

 

2022年に成立したインフレ抑制法（ＩＲＡ法）により、重要鉱物に関連した税額控

除が複数導入された。国内バッテリー製造業への控除や製錬施設建設に対する控除等

に加え、ＥＶ購入者の税額控除も含まれている。ＥＶ購入控除については、北米での

バッテリー製造やＥＶ組立てのみならず、原料からのサプライチェーンにおいて懸念

国企業を排除するなどを要件にしている。 

 

2025 年 11 月現在、重要鉱物整合法案が審議されている。本法案はクリティカルミ

ネラルの定義を拡大したものであり、銅、シリコン、シリコンカーバイドを重要鉱物

リストに加えるものである。一方で、内務省のクリティカルミネラルリストは３年に

一度見直しており、2025 年 11 月に新たなリストを更新しており、銅やシリコン等の

10鉱種を追加した 60鉱種が指定された。 

 

⚫ ＥＵ 

政策立案や投資ニーズ特定等の重要性を評価する際の指標として、バッテリーメタ

ルやレアアース、半導体等に用いられるレアメタルを含む 34 鉱種のクリティカルマ

テリアルズの経済的重要性・供給リスクを公表しているほか、深海底探査、環境保護

区域の採掘に係る政策フレームワーク、小規模採掘事業向けデジタルプラットフォー

ム、人工衛星を用いた鉱山ライフサイクルの把握等、技術開発を目的とした資金支援

策として、研究革新プログラムＨｏｒｉｚｏｎ Ｅｕｒｏｐｅによるプロジェクトが

複数存在する。 

 

2024 年５月に公布された欧州重要原材料法では欧州における重要原材料リストを

法的に位置付け、このうち、特に重要なものを戦略原材料として定義し、本法により

域内生産の目標設定やモニタリング等の対象としている。戦略原材料にはニッケル、

コバルト、グラファイト等のバッテリーメタルや磁石向けレアアースのほか、ガリウ
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ム、ゲルマニウム、タングステン、金属シリコン等の半導体に用いられるレアメタル

が含まれている。 

 

⚫ Ｇ７ 

2023年に開催されたＧ７気候・エネルギー・環境大臣会合において、重要鉱物の開

かれたマーケットベースの取引を支持し、市場歪曲的措置に反対することを再確認す

るとともに、具体的な取組として、①中長期的な需給見通し分析、②各国連携による

上中流部門の責任ある開発、③更なるリサイクルの推進、④省資源技術や代替技術の

開発、⑤短期的な供給障害への備えの５項目からなる「重要鉱物セキュリティのため

の５ポイントプラン」に合意した。 

 

また、製錬工程において世界市場におけるロシアへの依存度が高いウランについて

は、ウクライナ情勢の長期化を受け、ロシア依存度の低減及びサプライチェーンの多

様化・強靱化に合意した。 

 

 

イ 民間の動向 

⚫ 日本 

ニッケルやリチウムについては、国内に製錬所が存在し、鉱石を輸入した上で、国

内で製錬している。原料の鉱石は、南米や東南アジア等を始めとする資源国からの輸

入に頼っている。日本企業は、現地鉱山の操業に参画し安定供給確保に努めているが、

資源国における資源ナショナリズムや新興国による積極投資、条件の良い優良鉱山の

減少等の新規投資を進める上での課題が多い。 

 

ガリウムについては、以前から日本国内で亜鉛製錬による生産を行っているが、そ

の生産量は国内需要の２％程度である。 

 

フッ素、タングステンについては国内に高純度化加工の製錬工程が存在し、原材料

を輸入した上で素材製造を行っている。 

 

ＪＯＧＭＥＣの出資支援を通じて、リチウムやレアアース等の重要鉱物の鉱山生産

を伸ばしているものの、依然として特定国からの輸入割合は大きい。 

 

また、ウランについては、製錬工程は国内に小規模で存在するが、ウクライナ情勢

の長期化により、製錬工程の国際的な供給不足が生じ、我が国の燃料サプライチェー

ンにおけるボトルネックになるおそれのある状況であり、製錬工程の競争力維持・強

化によって安定供給を確保することが重要。 

 



14 

   

⚫ 中国 

ＬＩＢ原料であるリチウム、ニッケル、コバルト、グラファイト、マンガン及び永

久磁石原料であるレアアースについては、電動車の国内の莫大な需要を満たすため、

国外の新規鉱山開発に積極的に乗り出している。リチウムは、アフリカ（ジンバブエ

等）や南米（アルゼンチン、ボリビア、メキシコ等）、ニッケルは、東南アジア（イン

ドネシア、フィリピン等）で鉱山開発や製錬事業に、コバルトも、アフリカを中心に

進出している。さらに、ガリウム、ゲルマニウムについては、世界的に中国の生産量

が圧倒的である。 

 

また、バッテリーメタル、レアアース及び半導体向けのレアメタルの製錬工程にお

いて、高いコスト競争力等を持ち、他国の製錬事業者を凌駕してきた経緯がある。し

かし、環境規制の強化や生産規制の導入がされているほか、これまでは他国と比べ低

廉であった人件費も徐々に上昇傾向にある等、状況が変化している。 

 

⚫ 米国 

1900年代初頭からベースメタルを中心に、資源メジャーによる諸外国での鉱山開発

が行われてきたように、民間企業が主導して資源開発を行ってきた歴史がある。リチ

ウムは、米国企業２社が早くからチリで生産を行っている。現在は中国企業の台頭も

あり米国企業の市場シェアは縮小しているが、単独企業の生産量としては今なお圧倒

的である。 

 

レアアースにおいては国内に北米唯一のレアアース鉱山を保有し、1950 年代から

2000年代初頭まで稼働、価格低迷等によって一時休止していたが、レアアースの中国

一国依存から脱却すべく 2010年代から操業を再開させている。 

 

⚫ ＥＵ 

欧州委員会は、「2020年重要な原材料に関する通達」の中で重要な原材料を選定し、

その持続可能かつ安定的な確保に向け策定していた行動計画を提示している。この計

画に基づく政策として、2020年重要な原材料の戦略的な確保を目指す官民協働パート

ナーシップである欧州原材料アライアンス（以下「ＥＲＭＡ」という。）を設立した。

ＥＲＭＡからはファイナンス支援策や税制優遇等が要望されている。また、上記行動

計画をより実現すべく、2023年７月にバッテリー指令、2024年５月に重要プロジェク

トの特定や域内生産の目標値の設定を盛り込んだ欧州重要原材料法が公布されてい

る。また、近年、フランスやドイツでは、重要原材料供給プロジェクトに関連した基

金設置等の支援が進んでいる。 

 

（３）外部から行われる行為による供給途絶等の蓋然性 
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多くの重要鉱物については、埋蔵や生産国が特定国に偏在し、我が国への輸入・役務も

特定国に依存する構図となっているほか、資源国におけるナショナリズムが先鋭化してい

ること、特定鉱種に輸出禁止等の規制をかけること、価格ボラティリティが大きいことな

どから、今後の需要量の急増が見込まれるバッテリーメタル、レアアース、ガリウム、ゲ

ルマニウム、フッ素、タングステン、シリコン、リン、タンタル、アンチモン、ジルコニ

ウム、バリウム、チタン、マグネシウム及びウランを中心に供給途絶リスクの蓋然性は高

いと考えられる12。 

 

（４）法による施策の必要性 

 

これまでも、我が国は、バッテリーメタルやレアアースといった重要鉱物等の安定供給

確保に向けて、ＪＯＧＭＥＣを通じ、資源探査や民間企業の資源開発プロジェクトへのリ

スクマネー供給、資源外交を通じた資源国との関係強化等に加え、リサイクルや使用量低

減に係る技術開発の推進等に取り組んできた。 

 

特に上流権益の確保、供給源の多角化に向けて行ってきたリスクマネー供給は、ＪＯＧ

ＭＥＣが金属鉱物の探鉱、採掘、選鉱及び製錬等の事業に必要な資金を確保するための共

同出資者となり民間企業とＪＯＧＭＥＣが事業リスクを分担することにより、企業の参画

を促してきた。しかしながら、世界的な鉱山開発の奥地化・深部化、鉱石品位の低下等に

伴う上流開発環境の悪化等により、鉱山開発費用は上昇傾向にある中、これまで開発され

てきた良質な権益の確保は困難になりつつあり、ＪＯＧＭＥＣによるリスクマネー支援の

対象となり得ないプロジェクトが増加している。今後、重要鉱物の需要が増大していく現

状及び、レアアース輸入の停滞が生じたことを踏まえれば、これまで手掛けてこなかった

領域を含め、鉱山開発を進めていき、権益の規模を一定程度確保する必要があり、世界中

で資源の獲得競争が激化している現状においては、我が国企業の投資判断を促進すること

が非常に重要である。 

 

また、重要鉱物のうちウランについては、前述のとおり、ウクライナ情勢が長期化する

中、2023年のＧ７気候・エネルギー・環境大臣会合や同志国間での声明を踏まえ、自律的

な燃料サプライチェーン確保が求められている状況である。そのため、国内の原子力燃料

サプライチェーンを確保するため、同志国間のサプライチェーン確保に積極的に貢献する

ことは喫緊の課題であり、支援を通じて、安定的な燃料調達を図ることが重要である。 

 

（５）サプライチェーンの構造 

 

 
12 例えば、レアアースについては、2010年に中国がレアアースの輸出枠を大幅に削減し、中国からの輸出が一時的に停滞している事実

が存在。 
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重要鉱物のサプライチェーンは、有望な鉱山の発見に向けた調査を行う探鉱から始まる。

その後、鉱床の形態、金属含有量（品位）、賦存場所、深度等に応じ、安全性、効率経済性

を考慮した最適な採掘が行われる。採掘された鉱石は、選鉱工程において、有用鉱物と非

有用鉱物の科学的・物理的特性の違いを利用して、それぞれふるい分けられ、有用鉱物が

抽出される。この選鉱によって、有用鉱物を分離濃集した生産物を精鉱という。次に、製

錬工程において、精鉱から不純物を取り除き、金属が抽出される。この後、各加工メーカ

ーを経由し、電動車、ＡＩ、ＩｏＴ等の脱炭素社会における先端産業において製品の高機

能化を実現する上で重要な電池、モーター、半導体等が製造されていくこととなる。 

 

（６）重要鉱物のサプライチェーンが抱える課題及び動向 

 

いずれの鉱種も、品位が高く、不純物の含有量が少ない優良な鉱山は少なくなってきて

おり、今後開発が進むのは、これまでに比べると品位が低く、不純物も多い鉱山が中心と

なる。また、埋蔵場所も奥地化・深部化するなど、より条件の悪い鉱床となっている。世

界最大の資源国の一つである中国も、これらの問題を抱える中、国内の莫大な需要を満た

すため、高いコスト競争力等を背景に、条件の良くない鉱床にも積極的に投資する姿勢を

見せている。製錬技術においても中国等は高い技術を持っており、生産工程である製錬が

特定国でしかできない構造では、サプライチェーン上の特定国依存は変わらないことにな

る。 

 

我が国も重要鉱物を安定的に調達するためには、特定国に集中している採掘・製錬工

程の多角化に資する支援を行い、我が国の需要を満たす上流資源の確保が重要である。 

 

第２節 重要鉱物の安定供給確保に関する目標 

 

第６次エネルギー基本計画（令和３年 10月閣議決定）において「レアメタルについては、

ベースメタル生産の副産物であることが多いこと、権益比率とは関係なくオフテイク権が設

定されることが多いことから、一律の自給率目標は設けず、鉱種ごとに安定供給確保に取り

組んでいく。」としている。 

 

鉱種ごとに個別の目標は設けてはいないが、今般、2050 年のＣＮ実現にとって不可欠な

バッテリーメタル、レアアース及びウランについて、当面の目標を設定することとし、重要

鉱物のうち、リチウム、ニッケル等のバッテリーメタルについては、2030年時点で国内の蓄

電池の供給に必要な需要量の確保を目指すこととし、蓄電池産業戦略（2022年８月 31日／

蓄電池産業戦略検討官民協議会）において「2030 年に蓄電池 150ＧＷｈの国内製造基盤を確

立」に必要となる原材料として、リチウム約 10 万トン／年、ニッケル約９万トン／年、コ

バルト約２万トン／年、グラファイト約 15 万トン／年、マンガン約２万トン／年が示され

ていることから、これを 2030年までの目標とする。 
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また、レアアースについても、同様に、2030年時点で国内の永久磁石の供給に必要な需要

量の確保を目指すこととし、ＩＥＡのＳＴＥＰＳ（公表政策シナリオ）では、2030年のレア

アース需要が 2020年比で 3.2倍になると予測されており、本予測を援用すると、2030年に

必要となる国内レアアース需要量は、軽希土類（ＮｄＰｒ）約 13,000 トン／年、重希土類

（ＤｙＴｂ）約 1,200トン／年となることから、これを 2030年までの目標とする。 

 

ガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、バナジウム、シリコン、リン、タンタ

ル、アンチモン、ジルコニウム、バリウム、チタン、マグネシウム及び永久磁石用途以外の

レアアースについては、他国による輸出規制等による供給途絶が生じた場合であっても、供

給源の多角化により、国内製造基盤への安定供給体制を確保することで、安定的に国内需要

を満たすことを目標とする。 

 

ウランについては、エネルギーミックスにおいて、原子力発電は 2030 年に総発電電力量

の 20－22％確保を見通しており、国内で一定程度のウラン燃料の供給を実現し、同志国の

供給能力の動向を始めとする国内外の情勢も勘案しつつ、安定的かつ自律的に国内需要を満

たす相当程度のウラン燃料供給を目標とする。 

 

こうした目標に対して、これまでにも実施してきたＪＯＧＭＥＣによる資源探査や、周辺

海域を含めた国産資源の開発、資源外交を通じた資源国との関係強化、リサイクル、省資源・

代替材料開発等の技術開発支援等の施策を総動員して達成に向けて取り組む。 
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第２章 重要鉱物の安定供給確保のための取組に関し主務大臣が実施する施策に関する事

項 

 

第１節 施策の基本的な方向及び目標 

 

 これまで我が国は、ＪＯＧＭＥＣによる資源探査及び民間プロジェクトへの出融資等の 

リスクマネー供給、資源国との関係強化外交等を通じて、鉱物資源の確保を図ってきたとこ

ろである。 

 

これらの施策は、我が国企業の鉱山開発事業等への参画を促す有効な支援措置であり、資

源確保や供給源の多角化に一定の成果を挙げてきた。一方で、世界的な鉱山開発プロジェク

トの奥地化・深部化、鉱石品位の低下等に伴う上流開発環境の悪化に加え、環境対策・人権

問題への追加対応コストにより、鉱山開発費用は上昇傾向にあり、鉱山開発プロジェクトの

経済性・収益性は悪化している。また、我が国企業が事業参画に慎重な一方で、他国による

採算度外視の投資により、権益確保に競り負ける事象もみられる中、既存施策だけでは権益

確保に対応しきれない事態も生じている。我が国企業の鉱山開発投資を促し、競合に競り負

けないためのより踏み込んだ支援措置が求められている。 

 

また、例えば、リチウムは、鉱石の製錬に多大なエネルギーを消費するため、リチウム鉱

石の多くが豪州で採掘されているにもかかわらず、製錬処理は中国に集中しているなど、鉱

物資源の製錬工程は、エネルギーコストや環境コストの低い特定国に過度に依存している状

態にあることから、寡占化する製錬工程の多角化を進め、特定国への依存を低減する必要が

ある。 

 

したがって、我が国企業が新たな有望鉱山を発見するための探鉱・ＦＳ13（フィージビリ

ティスタディ）や鉱物資源を採掘・生産するための鉱山開発、選鉱・製錬施設の建設、鉱物

資源生産の高効率化や低コスト化を図るための技術開発等への助成措置による支援と他制

度による施策を併せ講ずることにより、重要鉱物のサプライチェーンの多様化・強靱化を図

り、我が国への重要鉱物の安定供給確保を実現する必要がある。 

 

第２節 実施する個別施策 

 

（１）探鉱14・ＦＳ支援 

 

 
13 ＦＳ（フィージビリティスタディ）とは、探鉱で確認された鉱床について、採掘から生産物（鉱物精鉱）販売までの実現性と採算性

を調査し、事業実現性評価をすることをいう。 
14 探鉱とは、リモートセンシング調査、地質調査、物理探査、ボーリング調査、鉱床の評価を経て、鉱床の規模、品位、形状を確定

し、開発の可能性を技術的・経済的側面から評価することをいう。 
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① 施策の対象となる品目 

金属鉱産物（マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、

ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチ

ウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウ

ム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、

タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン及びリンに限る。） 

 

（注）なお、当面の間、リチウムイオン電池の原材料となるマンガン、ニッケル、コバ

ルト、リチウム及びグラファイト、レドックスフロー電池の原材料となるバナジウ

ム、永久磁石等の原材料となる希土類金属（レアアース）、半導体、難燃助剤並びに

自動車、工作機械及び産業用ロボットの製造において必要な超硬工具等の原材料と

なるガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、シリコン、リン、タンタル

及びアンチモン、先端電子部品等の原材料となるジルコニウム及びバリウム並びに

航空機等の原材料となるチタン及びマグネシウム15を施策の対象とする。これらの施

策の対象については、各鉱種の重要性、外部依存、外部から行われる行為により国

家及び国民の安全を損ねる事態が生ずる蓋然性等も踏まえ、施策を講ずべき必要性

が特に高い鉱種に限定することとし、取組方針の改定時を含め、全ての鉱種につい

て不断に見直しを行う。 

 

② 施策の対象となる取組 

鉱物資源の探鉱・ＦＳ及びこれに附属する事業について、自社企業が事業主体となる

探鉱・ＦＳ事業への助成又は他社企業が事業主体となる探鉱・ＦＳ事業についての自社

企業が事業参画する場合の助成を行う。 

 

③ 施策の具体的な内容及び効果並びに目標 

我が国企業が新たな有望鉱床を発見し権益等を確保することを目標とする。 

 

（２）鉱山開発支援 

 

① 施策の対象となる品目 

金属鉱産物（マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、

ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチ

ウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウ

ム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、

 
15 他国が現に行っている輸出規制等により、ガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、バナジウム、シリコン、リン、タンタ

ル、アンチモン、ジルコニウム、バリウム、チタン及び、マグネシウムの供給途絶の蓋然性が認められる間（ＪＯＧＭＥＣ出資制度等

の本施策以外の取組も含め、供給途絶している又は途絶する可能性のある量を代替する分の供給源の開発等が完了することが見込まれ

るまでの期間）は施策の対象とする。 
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タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン及びリンに限る。） 

 

（注）なお、当面の間、リチウムイオン電池の原材料となるマンガン、ニッケル、コバ

ルト、リチウム及びグラファイト、レドックスフロー電池の原材料となるバナジウ

ム、永久磁石等の原材料となる希土類金属（レアアース）、半導体、難燃助剤並びに

自動車、工作機械及び産業用ロボットの製造において必要な超硬工具等の原材料と

なるガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、シリコン、リン、タンタル

及びアンチモン、先端電子部品等の原材料となるジルコニウム及びバリウム並びに

航空機等の原材料となるチタン及びマグネシウム16を施策の対象とする。これらの施

策の対象については、各鉱種の重要性、外部依存、外部から行われる行為により国

家及び国民の安全を損ねる事態が生ずる蓋然性等も踏まえ、施策を講ずべき必要性

が特に高い鉱種に限定することとし、取組方針の改定時を含め、全ての鉱種につい

て不断に見直しを行う。 

 

② 施策の対象となる取組 

鉱物資源の採掘17及びこれに附属する事業について、自社企業が事業主体となる採掘

事業への助成又は他社企業が事業主体となる採掘事業についての自社企業が事業参画

する場合の助成を行う。 

 

③ 施策の具体的な内容及び効果並びに目標 

我が国への安定供給確保につながる鉱山権益等を確保することを目標とする。 

 

（３）製錬等事業支援 

 

①  施策の対象となる品目 

金属鉱産物（マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、

ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチ

ウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウ

ム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、

タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン、リン及びウラ

ンに限る。） 

 

（注）なお、当面の間、リチウムイオン電池の原材料となるマンガン、ニッケル、コバ

ルト、リチウム及びグラファイト、レドックスフロー電池の原材料となるバナジウ

 
16 他国が現に行っている輸出規制等により、ガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、バナジウム、シリコン、リン、タンタ

ル、アンチモン、ジルコニウム、バリウム、チタン及び、マグネシウムの供給途絶の蓋然性が認められる間（ＪＯＧＭＥＣ出資制度等

の本施策以外の取組も含め、供給途絶している又は途絶する可能性のある量を代替する分の供給源の開発等が完了することが見込まれ

るまでの期間）は施策の対象とする。 
17 採掘とは、鉱石を掘り出すことをいう。 
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ム、永久磁石等の原材料となる希土類金属（レアアース）、半導体、難燃助剤並びに

自動車、工作機械及び産業用ロボットの製造において必要な超硬工具等の原材料と

なるガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、シリコン、リン、タンタル

及びアンチモン、先端電子部品等の原材料となるジルコニウム及びバリウム、航空

機等の原材料となるチタン及びマグネシウム18並びに原子力に利用されるウラン19

を施策の対象とする。これらの施策の対象については、各鉱種の重要性、外部依存、

外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損ねる事態が生ずる蓋然性等も

踏まえ、施策を講ずべき必要性が特に高い鉱種に限定することとし、取組方針の改

定時を含め、全ての鉱種について不断に見直しを行う。 

 

② 施策の対象となる取組 

選鉱20・製錬21及びこれに附属する事業について、自社企業が事業主体となる事業への

助成又は他社企業が事業主体となる事業についての自社企業が事業参画する場合の助

成を行う。 

 

③ 施策の具体的な内容及び効果並びに目標 

我が国製造業等への鉱物資源の安定供給体制の維持・強化を目標とする。 

 

（４）技術開発支援 

 

 ① 施策の対象となる品目 

金属鉱産物（マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、

ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチ

ウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウ

ム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、

タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン及びリンに限る。） 

 

（注）なお、当面の間、リチウムイオン電池の原材料となるマンガン、ニッケル、コバ

ルト、リチウム及びグラファイト、レドックスフロー電池の原材料となるバナジウ

ム、永久磁石等の原材料となる希土類金属（レアアース）、半導体、難燃助剤並びに

自動車、工作機械及び産業用ロボットの製造において必要な超硬工具等の原材料と

なるガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、シリコン、リン、タンタル

 
18 他国が現に行っている輸出規制等により、ガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、バナジウム、シリコン、リン、タンタ

ル、アンチモン、ジルコニウム、バリウム、チタン及び、マグネシウムの供給途絶の蓋然性が認められる間（ＪＯＧＭＥＣ出資制度等

の本施策以外の取組も含め、供給途絶している又は途絶する可能性のある量を代替する分の供給源の開発等が完了することが見込まれ

るまでの期間）は施策の対象とする。 
19 国際的な供給不足の蓋然性が解消されるまでの間は施策の対象とする。 
20 選鉱とは、有用鉱物と非有用鉱物から構成される金属鉱物を化学的・物理的特性を利用して精鉱（有用鉱物を分離濃縮・抽出した生

産物）を得ることをいう。 
21 製錬とは、精鉱から不純物を取り除き金属等を抽出することをいう。 
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及びアンチモン、先端電子部品等の原材料となるジルコニウム及びバリウム並びに

航空機等の原材料となるチタン及びマグネシウム22を施策の対象とする。これらの施

策の対象については、各鉱種の重要性、外部依存、外部から行われる行為により国

家及び国民の安全を損ねる事態が生ずる蓋然性等も踏まえ、施策を講ずべき必要性

が特に高い鉱種に限定することとし、取組方針の改定時を含め、全ての鉱種につい

て不断に見直しを行う。 

 

② 施策の対象となる取組 

金属鉱物の製錬の高効率化や低コスト化等技術の社会実装に向けたパイロットスケ

ール試験等について、鉱物資源生産の高効率化や低コスト化を図るための技術開発等へ

の助成措置を行う。 

 

③ 施策の具体的な内容及び効果並びに目標 

我が国製造業等への鉱物資源の安定供給体制の維持・強化を目標とする。 

 

第３節 施策に係る留意事項 

 

（１）関連する戦略・取組及び施策を取り巻く環境 

 

  これまで、重要鉱物に関連する戦略としては、例えば、以下の戦略が示されてきたとこ

ろである。 

 

⚫ 新国際資源戦略（令和２年３月 30日／経済産業省） 

   レアメタル等の金属鉱物のセキュリティ強化として、供給源の多角化の促進、備蓄制

度の見直し等によるセキュリティ強化、サプライチェーン強化に向けた国際協力の推進

等の対応の方向性について整理している。 

 

⚫ 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和３年６月 18日） 

   新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）に２兆円規模の「グリーンイノベ

ーション基金」を創設した。重要鉱物に関連するものとして、次世代蓄電池、鉱石や金

属スクラップ、海洋から希少金属を抽出・回収し、再利用・再資源化するための技術開

発等が挙げられている。 

 

 

 
22 他国が現に行っている輸出規制等により、ガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、バナジウム、シリコン、リン、タンタ

ル、アンチモン、ジルコニウム、バリウム、チタン及びマグネシウムの供給途絶の蓋然性が認められる間（ＪＯＧＭＥＣ出資制度等の

本施策以外の取組も含め、供給途絶している又は途絶する可能性のある量を代替する分の供給源の開発等が完了することが見込まれる

までの期間）は施策の対象とする。 
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⚫ 蓄電池産業戦略（令和４年８月 31日／蓄電池産業戦略検討官民協議会） 

   蓄電池産業の競争力強化に向け、2030年までに国内 150ＧＷｈの年間製造能力確立を

目標に掲げた。国内製造基盤強化のための上流資源の確保23を始め、大規模投資、次世

代電池の開発、人材育成等を総合的に推進することとしている。 

 

⚫ 第４期海洋基本計画（令和５年４月 28日閣議決定） 

   海洋に関する施策についての基本的方針及び政府が総合的かつ計画的に講ずべき施

策について記載している。 

 

⚫ 海洋エネルギー・鉱物資源開発計画（令和６年３月 22日改訂／経済産業省） 

   海洋エネルギー・鉱物資源の種類ごとに、開発の目標と達成に至る道筋、必要となる

技術開発、官民の役割分担等について記載している。 

 

⚫ 第７次エネルギー基本計画（令和７年２月 18日閣議決定） 

   ＪＯＧＭＥＣを通じた海外権益確保へのリスクマネー供給や法に基づく鉱物資源開

発プロジェクトへの助成、供給途絶に備えた十分な備蓄量の確保に加え、有志国との連

携による上流開発プロジェクトの組成やリサイクルを通じた供給源の多角化、中下流で

の価格転嫁も含む長期調達コミットメントも踏まえた競争力のある価格での供給等の

総合的な取組について記載している。 

 

  また、我が国の鉱物資源分野においては、 

⚫ ＪＯＧＭＥＣによる資源探査 

⚫ レアメタルリサイクル等に関する技術開発、設備投資支援 

⚫ 省資源・代替材料開発等の技術開発支援 

⚫ 国内海洋資源開発（海底熱水鉱床等） 

⚫ 鉱山開発等における外交ツール 

⚫ ＪＯＧＭＥＣによるレアメタル備蓄 

などの需給両面における対策に取り組んできている。 

 

①ＪＯＧＭＥＣによる出資・融資・債務保証によるリスクマネー等供給支援 

令和２年度の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法改正により、探鉱段階

から採掘段階へ移行する場合の追加開発資金の出資、採掘に附属しない製錬所等への出

資等の制度を追加するとともに、債務保証制度の審査の合理化や出資案件の経済性評価

の見直し等を含む、制度の運用改善を行った。 

 

 
23 「2030 年に蓄電池 150ＧＷｈの国内製造基盤を確立」に必要となる原材料として、リチウム約 10万トン／年、ニッケル約９万トン／

年、コバルト約２万トン／年、グラファイト約 15 万トン／年、マンガン約２万トン／年について記載されている。 
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②ＪＯＧＭＥＣによる資源探査 

ア 海外地質構造調査 

経済産業省令で定める金属鉱物24について、本邦法人等が金属鉱物の探鉱を行う権

利を取得し、又は確実に取得する見込みのある海外の地域において、当該本邦法人等

と共同調査実施契約を締結の上、共同で地質構造の調査（地質調査、物理探査、ボー

リング調査、坑道調査、選鉱試験等）を行っている。 

 

イ ジョイントベンチャー（ＪＶ）調査 

 省エネルギー社会の実現や再生可能エネルギーの導入加速に資する省エネルギー

機器や再生可能エネルギー関連設備の製造、ＩＣＴ機器やＩｏＴ機器等の先端産業、

半導体等の部品生産に必須の鉱物資源等25について、国からの委託事業として、海外に

おける鉱物資源賦存の可能性地域の抽出及び新鉱床が期待される地域の地質状況把

握のため、資源探査実施機関と共同調査等（衛星画像解析、地質調査、物理探査及び

ボーリング調査等）を実施している。有望案件については民間企業へ引継ぎ（権益譲

渡等）を行い、我が国民間企業による探鉱促進を図る。 

 

③サプライチェーン強化のための技術開発支援 

金属資源を対象に、原料中の有価金属の回収率向上や工程の効率化、生産物の品質向

上や付加価値の創造、リサイクルの推進のほか、鉱業分野におけるＣＮの実現等に向け

た民間企業が抱える課題解決を支援するため選鉱・製錬プロセスの改善等に関して、企

業との共同研究や技術実証に取り組んでいる。 

 

④国内海洋資源開発（海底熱水鉱床等） 

我が国の領海・排他的経済水域内等には海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、レ

アアース泥等の海洋鉱物資源が賦存するが、深海にある資源であることから、実用化に

向けては、資源量の把握、生産技術の確立、開発コストの削減等、様々な課題が存在し、

こうした課題を一つずつ解決していくため、海洋基本計画（令和５年４月閣議決定）に

基づき、関係府省が連携して取り組んでいる。 

 

⑤鉱山開発等における外交ツールの活用 

中長期的に我が国企業による投資を促進し、重要鉱物供給源の多角化・安定供給確保

につなげるため、我が国にとって重要な資源国や、重要鉱物の資源ポテンシャルは大き

いもののインフラや鉱業政策面等、投資環境に課題を有する地域と継続的な関係構築に

 
24 銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、マンガン鉱、金鉱、ニッケル鉱、ウラン鉱、ボーキサイト、クロム鉱、すず鉱、タングステン鉱、モリブデン

鉱、コバルト鉱、ニオブ鉱、タンタル鉱、アンチモン鉱、リチウム鉱、ボロン鉱、チタン鉱、バナジウム鉱、ストロンチウム鉱、希土

類金属鉱、白金族鉱、鉄鉱、ベリリウム鉱、ガリウム鉱、ゲルマニウム鉱、セレン鉱、ルビジウム鉱、ジルコニウム鉱、インジウム

鉱、テルル鉱、セシウム鉱、バリウム鉱、ハフニウム鉱、レニウム鉱、タリウム鉱、ビスマス鉱、グラファイト鉱、フッ素鉱（金属元

素と結合しているものに限る。）、マグネシウム鉱、シリコン鉱、リン鉱（金属元素と結合しているものに限る。）及びカリウム鉱 
25 銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、ニッケル鉱、ウラン鉱、すず鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、コバルト鉱、アンチモン鉱、リチウム鉱、

希土類金属鉱、白金族鉱、インジウム鉱等 
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取り組んできた。 

 

資源国との二国間関係については、豪州、アフリカ及び南米各国と、重要鉱物分野で

の協力覚書や共同声明を発出している。例えば、2022年には豪州と重要鉱物に関するパ

ートナーシップを締結したほか、2023年にはナミビア、コンゴ民主共和国(ＤＲＣ)、ザ

ンビア、マダガスカル等と、重要鉱物に関する共同声明・覚書を締結した。南米でも 2024

年６月にはチリと鉱業及び鉱物資源分野に関する協力覚書を改訂した。これらを通じて、

重要鉱物サプライチェーンの構築、相互利益となる投資を促進する枠組みを確立し、鉱

物資源の安定確保に向けて、連携強化を図る。 

 

また、多国間枠組でも鉱物資源は重要な論点の一つである。ＭＳＰ（鉱物安全保障パ

ートナーシップ）やＩＥＡ（国際エネルギー機関）にて、重要鉱物に関する各国政策や

今後の課題等について、鉱業政策担当者間で意見交換を行い、安定確保等に向けて連携

した取組を推進する。 

 

⑥ＪＯＧＭＥＣによるレアメタル備蓄制度の継続的な運用、不断の運用改善 

金属鉱産物(金属鉱物26を選鉱、製錬その他の加工をしたもの。)について、短期供給

障害への備えとして国家備蓄を実施する。また、選定された鉱種については品目毎に５

項目の定量評価により備蓄目標日数を整理し、その達成に向けて機構が備蓄計画を作成

し、対象となる物資の買入・売却を実施する。 

 

法による施策に加え、これらの関連戦略・施策を併せ行うことにより、重要鉱物のサ

プライチェーンの多様化・強靱化を図り、我が国への重要鉱物の安定供給確保を実現す

るものとする。 

 

（２）施策の総合的かつ効果的な推進 

 

本制度の運用に当たっては、国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止する取組を

総合的かつ効果的に推進するため、支援の効果的な実施にも留意するものとする。 

 

経済産業大臣は、内閣総理大臣その他の関係行政機関の長と連携し、民間金融機関の機

能を補完する範囲内で、株式会社日本政策金融公庫から指定金融機関を通じて低利・長期

の資金を供給する二段階融資の仕組みの活用も含め、認定供給確保事業者による安定供給

確保のための取組に必要な資金の調達の円滑化に留意するものとする。 

 
26 マンガン鉱、ニッケル鉱、クロム鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、コバルト鉱、ニオブ鉱、タンタル鉱、アンチモン鉱、リチウ

ム鉱、ボロン鉱、チタン鉱、バナジウム鉱、ストロンチウム鉱、希土類金属鉱、白金族鉱、ベリリウム鉱、ガリウム鉱、ゲルマニウム

鉱、セレン鉱、ルビジウム鉱、ジルコニウム鉱、インジウム鉱、テルル鉱、セシウム鉱、バリウム鉱、ハフニウム鉱、レニウム鉱、タ

リウム鉱、ビスマス鉱、グラファイト鉱、フッ素鉱（金属元素と結合しているものに限る。）、マグネシウム鉱、シリコン鉱及びリン鉱

（金属元素と結合しているものに限る。）   
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（３）サプライチェーンの状況の適確な把握及び調査の推進 

 

重要な物資の安定供給確保を図る上では、その調達及び供給の現状並びにサプライチェ

ーンの抱える課題を把握することは重要と考えられる。このため、関係行政機関は、重要

な物資の安定供給確保に関し、ＤＸ進展も踏まえつつ、不断の情報収集及び検証に努める

ものとする。 

 

具体的には、経済産業大臣は、重要鉱物のサプライチェーンの状況を的確に把握するた

め、必要と認めるときは、法第 48 条第１項等を活用し、重要鉱物のサプライチェーン把

握のための調査を実施すること等により、その調達及び供給の現状並びにサプライチェー

ンの抱える課題の把握に努めるものとする。 

 

重要鉱物のサプライチェーン把握のための調査の実施等に当たっては、民間事業者等に

よるサプライチェーンの把握には一定の限界があることにも留意しつつ、事業者の過度な

負担とならないよう、公的統計、業界団体等が実施する調査・統計等の活用や業界団体等

へのヒアリング等を活用し、法の執行に必要な限度で調査すべき対象範囲、内容等を適切

に絞り込むこととする。また、調査の目的・趣旨、調査の位置付け等についての丁寧な説

明に努めること等により、民間事業者等の理解を得て、調査への協力を求めることを基本

とする。調査の実施に際しては、必要に応じ、調査対象となる物資の生産、輸入又は販売

の事業に関係する団体への事前説明等により、調査趣旨を広く周知する方法も想定され得

る。その上で、調査を通じて政府が把握する情報には、企業の競争力の源泉と深く関わり

のある内容が含まれ得ることを踏まえ、必要な情報管理のための措置を講ずるものとする。 

 

（４）法第三十条に規定する関税定率法に基づく職権調査の求めの実施等 

 

経済産業大臣は、重要鉱物の安定供給確保のために、民間事業者等による取組を後押

しする観点から法第 30 条に規定する調査の求め（関税定率法（明治 43年法律第 54号）

に基づく職権調査の求め）を行うに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。 

 

⚫ 安定供給確保基本指針の趣旨を踏まえ、他国からのダンピングや不適切な市場介入等

により国内産業への被害の可能性があると思料する場合において、重要鉱物の安定供

給確保に支障が生ずる事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、法第 30

条の規定も活用しつつ、国際ルールに則り適切に貿易救済措置を図ること。 

⚫ その際、経済産業大臣は、法第４条第２項、第 46条の規定等に基づき、関係行政機関

の協力を得て対応を図ること。 

⚫ 法第 48 条第２項が定める証拠収集手続を行うに当たっては、事業者の過度な負担と

ならないよう、情報収集に係る対象者を必要な範囲に限定するとともに、調査対象者
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が秘密として取り扱うことを求める情報がある場合には当該情報を非公表として取

り扱うなど、民間事業者等に過度な負担をかけないよう十分配意すること。 

⚫ 当該求めに関する手続は、ＷＴＯ協定が定める貿易救済措置に係る諸規定と密接な関

係を有するところ、法第 90 条が定める国際約束の誠実な履行に係る規定に十分配意

すること。 
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第３章 重要鉱物の安定供給確保のための取組の内容に関する事項及び当該取組ごとに取

組を行うべき期間又は取組を行うべき期限 

 

第１章に規定する基本的な方向を踏まえ、当該方向を実現するものとして、重要鉱物に関

わる探鉱・ＦＳ、鉱山開発、製錬等事業又は技術開発に取り組もうとする供給確保計画を支

援していく必要がある。このため、重要鉱物の安定供給確保に係る取組に関する事項として、

供給確保計画の認定要件を定めるものとする。 

 

第１節 取組の対象範囲 

 

供給確保計画の認定の対象とする取組は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障

の確保の推進に関する法律施行令（令和４年政令第 394 号。以下「施行令」という。）第１

条第 10 号に規定する重要鉱物であって、探鉱・ＦＳ、鉱山開発、製錬等事業又は技術開発

のいずれかに該当するものであること。 

 

金属鉱産物（マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニ

オブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、

希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジル

コニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、

ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン、リン及びウランに限る。） 

 

  （注）なお、当面の間、リチウムイオン電池の原材料となるマンガン、ニッケル、コバル

ト、リチウム及びグラファイト、レドックスフロー電池の原材料となるバナジウム、

永久磁石等の原材料となる希土類金属（レアアース）、半導体、難燃助剤並びに自動車、

工作機械及び産業用ロボットの製造において必要な超硬工具等の原材料となるガリウ

ム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、シリコン、リン、タンタル及びアンチモ

ン、先端電子部品等の原材料となるジルコニウム及びバリウム、航空機等の原材料と

なるチタン及びマグネシウム27並びに原子力に利用されるウラン28を取組対象とする。

これらの施策の対象については、各鉱種の重要性、外部依存、外部から行われる行為

により国家及び国民の安全を損ねる事態が生ずる蓋然性等も踏まえ、施策を講ずべき

必要性が特に高い鉱種に限定することとし、取組方針の改定時を含め、全ての鉱種に

ついて不断に見直しを行う。 

 

 
27 他国が現に行っている輸出規制等により、ガリウム、ゲルマニウム、フッ素、タングステン、バナジウム、シリコン、リン、タンタ

ル、アンチモン、ジルコニウム、バリウム、チタン及び、マグネシウムの供給途絶の蓋然性が認められる間（ＪＯＧＭＥＣ出資制度等

の本施策以外の取組も含め、供給途絶している又は途絶する可能性のある量を代替する分の供給源の開発等が完了することが見込まれ

るまでの期間）は施策の対象とする。 
28 国際的な供給不足の蓋然性が解消されるまでの間は施策の対象とする。 



29 

   

第２節 安定供給確保の目標 

 

 供給確保計画の認定の対象とする取組は、次に掲げる基準への適合性の確認や総合的な評

価を踏まえ、安定供給に取り組もうとする品目に関するサプライチェーンの供給途絶のリス

クの緩和につながるものとして、その内容が十分効果的であると認められる取組とする。 

 

（１）探鉱・ＦＳ 

 

⚫ 申請者が、鉱山権益等を取得できる計画であること。 

⚫ 探鉱・ＦＳを経て開発に至る場合に将来の鉱石引取権を取得できる計画であること。 

⚫ 計画期間が開発フェーズを含む場合、鉱石引取権を計画期間中は維持・行使し続け

ることで、計画期間中は採掘される生産物の一定量が我が国に安定供給されること

が見込まれるものであること。 

⚫ 生産物の一定量が我が国に供給された場合に、現状と比べて、特定国への依存度が

一定程度低減する、サプライチェーン全体で見たカントリーリスクを一定程度軽減

するなど、サプライチェーンの多様化・強靱化につながるものであること。 

⚫ 上流開発環境の悪化等に加え、環境対策・人権問題等への追加対応コスト等の案件

の特例性に鑑み、既存のＪＯＧＭＥＣ出資制度による支援ではなく、助成による支

援が我が国の重要鉱物の安定供給確保を図る上では効果的と認められるものである

こと。原則は申請企業内の投資案件であることとし、具体的には、経済産業大臣が、

次に掲げる要素を総合的に考慮し、案件の特例性があるかを判断する。 

➢ 当該企業の投資・出資となる基準の経済性（ハードル・レート）に達しておらず、

既存のＪＯＧＭＥＣ出資制度による支援では、開発案件の決定及び継続が困難

な案件であること。 

➢ 国内外の政府又は民間による投資・支援等の動向、実施状況等に照らし、本案件

については、我が国による助成等の実施が当該案件の事業参入に必要と認めら

れること。 

⚫ 相当の収益が生ずると認められる場合には、交付した助成金等の全部又は一部に相

当する額を納付させるものであること。 

 

（２）鉱山開発 

 

⚫ 申請者が、鉱山権益等を取得できる計画であること。 

⚫ 一定量の鉱石引取権を取得し、鉱石引取権を計画期間中は維持・行使し続けること

で、計画期間中は採掘される生産物の一定量が我が国に安定供給されることが見込

まれるものであること。 

⚫ 計画の規模、想定品位、収支等の見込みが、少なくとも計画期間中において、世界市

場の中で、持続的な操業を行えるものであること。 
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⚫ 生産物の一定量が我が国に供給された場合に、現状と比べて、特定国への依存度が

一定程度低減する、サプライチェーン全体で見たカントリーリスクを一定程度軽減

するなど、サプライチェーンの多様化・強靱化につながるものであること。 

⚫ 上流開発環境の悪化等に加え、環境対策・人権問題等への追加対応コスト等の案件

の特例性に鑑み、既存のＪＯＧＭＥＣ出資制度による支援ではなく、助成による支

援が我が国の重要鉱物の安定供給確保を図る上では効果的と認められるものである

こと。原則は申請企業内の投資案件であることとし、具体的には、経済産業大臣が、

次に掲げる要素を総合的に考慮し、案件の特例性があるかを判断する。 

➢ 当該企業の投資・出資となる基準の経済性（ハードル・レート）に達しておらず、

既存のＪＯＧＭＥＣ出資制度による支援では、開発案件の決定及び継続が困難

な案件であること。 

➢ 国内外の政府又は民間による投資・支援等の動向、実施状況等に照らし、本案件

については、我が国による助成等の実施が当該案件の事業参入に必要と認めら

れること。 

⚫ 相当の収益が生ずると認められる場合には、交付した助成金等の全部又は一部に相

当する額を納付させるものであること。 

 

（３）製錬等事業 

 

⚫ 計画期間中は、生産物の一定量が我が国に安定供給されることが見込まれるもので

あること。 

⚫ 生産物の一定量が我が国に供給された場合に、現状と比べて、特定国への依存度が

一定程度低減する、サプライチェーン全体で見たカントリーリスクを一定程度軽減

するなど、サプライチェーンの多様化・強靱化につながるものであること。 

⚫ 計画の規模、想定品位、収支等の見込みが、少なくとも計画期間中において、世界市

場の中で、持続的な操業を行えるものであること。 

⚫ 上流開発環境の悪化等に加え、環境対策・人権問題等への追加対応コスト等の案件

の特例性に鑑み、既存のＪＯＧＭＥＣ出資制度による支援ではなく、助成による支

援が我が国の重要鉱物の安定供給確保を図る上では効果的と認められるものである

こと。原則は申請企業内の投資案件であることとし、具体的には、経済産業大臣が、

次に掲げる要素を総合的に考慮し、案件の特例性があるかを判断する。（ウランにつ

いては、本要件は対象外とする。） 

➢ 当該企業の投資・出資となる基準の経済性（ハードル・レート）に達しておらず、

既存のＪＯＧＭＥＣ出資制度による支援では、開発案件の決定及び継続が困難

な案件であること。 

➢ 国内外における投資・支援等の実施状況に照らし、我が国による助成等の実施が

当該案件の事業参入に必要であること。 

⚫ 相当の収益が生ずると認められる場合には、交付した助成金等の全部又は一部に相
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当する額を納付させるものであること。 

 

（４）技術開発 

 

⚫ 技術開発成果が、実プラントに投入される見込みがあり、実際の生産工程において

高効率化や低コスト化等の成果が具体化されるものであること。 

⚫ 技術開発成果の達成目標を定量的に当該期間中に明記することを求め、経済産業大

臣が、その技術開発目標が前述の安定供給確保の目標を達成するために適切な内容

であることを確認し、計画の認定を行うこと。 

⚫ 技術開発の成果が、既存鉱山・新規鉱山の開発拡大に寄与し、サプライチェーンの多

様化・強靱化につながる見込みがあること。 

⚫ 相当の収益が生ずると認められる場合には、交付した助成金等の全部又は一部に相

当する額を納付させること。 

 

第３節 供給安定性 

 

供給確保計画の認定の対象とする取組は、重要鉱物の安定供給確保の信頼性を確保するた

め、次の（１）から（３）までのいずれにも該当するものとする。 

 

（１） 現在及び計画期間中の市場構造又はその見込みを踏まえた供給能力確保に関する計

画が整備されていること。 

（２） 外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）や、重要鉱物の安定供給に係る

国内関係法令を遵守すること。 

（３） 事業継続性確保のため、事業継続計画が策定されていること。 

 

第４節 当該取組ごとに取組を行うべき期間又は取組を行うべき期限 

 

供給確保計画の認定の対象とする取組について、取組ごとに取組を行うべき期間又は取組

を行うべき期限は、下記のとおりとする。なお、社会経済情勢及び国際情勢の変化による外

生的な状況の悪化等に起因する場合に限り、必要に応じ、経済産業大臣及び安定供給確保支

援業務を行う法人に連絡し、例えば、取組を行うべき期間の短縮等の、必要な供給確保計画

の変更を行い得るものとする。 

 

（１）探鉱・ＦＳ 

 

同一地域において複数年度にわたり継続して探鉱・ＦＳが実施される場合にあっては、

その期限は、原則として最長５年以内とする。 
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ただし、認定供給確保事業者は、特に必要と認められる場合に限り、調査規模や調査国

の情勢等を勘案して供給確保計画の再評価を行った上で延長に係る計画変更を申請でき

るものとする。 

 

なお、認定供給確保事業者は、法第 12 条に基づく定期報告に先立って、毎年度計画の

実施状況の見直しを実施し、探鉱・ＦＳの効果的な実施に努めるものとする。 

 

（２）鉱山開発 

 

  供給確保計画に基づく重要鉱物の生産が開始された時点からの期間は、５年以上とする。 

 

（３）製錬等事業 

 

  供給確保計画に基づく重要鉱物の選鉱・製錬が開始された時点からの期間は、５年以上

とする。 

 

（４）技術開発 

 

供給確保計画に基づく重要鉱物の生産の高効率化や低コスト化を図るための技術開発

が開始された時点からの期限は、５年以内とし、その成果が出た場合には、速やかに実用

化に向けた設備投資への取組に着手することとする。 

 

第５節 実施体制 

 

供給確保計画の認定を受けようとする者は、重要鉱物の安定供給確保の実施体制の確実性

を担保するため、次の（１）から（４）までのいずれにも該当する体制を構築するものとす

る。 

 

（１） 供給確保計画の認定の対象とする取組を実施するのに十分な人員を有していること。 

（２） 供給確保計画の認定の対象とする取組の実施に必要な資金の調達が妥当なものであ

ること。 

（３） 供給確保計画の認定の対象とする取組に関するものを含め、生産・調達や保有技術等

の情報を適切に管理するための体制が構築されていること。特に、国際的な動向を踏

まえ、重要鉱物の製錬等技術に関する優位性を棄損し得るリスクに対して、取組の内

外を問わず、その低減のため必要な措置を講ずるための体制が構築されていること

（次節（３）を参照のこと）。 

 

（４） 供給確保計画の認定の対象とする取組を実施するため必要な情報を、経済産業省及び
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安定供給確保支援業務を行う法人に共有できる体制が構築されていること。具体的に

は、第三者への事業譲渡、成果物の譲渡又は使用許諾等をしようとする場合にはあら

かじめ経済産業省及び安定供給確保支援業務を行う法人に連絡をすること。 

 

第６節 取組を円滑かつ確実に実施するための措置 

 

（１）需給ひっ迫時の対応 

 

事業者は、本取組の主たる目的が我が国への重要鉱物の安定供給確保という点にあるこ

とに配慮し、我が国における重要鉱物の供給が危機的状況（需給ひっ迫時）ではない平時

の場合であっても、引取権等を有する生産物の一定量を計画期間、我が国に供給されるも

のであること。 

 

また、危機的状況が生じた場合には、全量を我が国に供給されるべく最大限の努力を実

施するものであること。 

 

（２）供給能力の維持又は強化のための継続投資又は研究開発 

 

取組の実施により確保する供給能力を維持又は強化するため、継続的な設備投資又は研

究開発が見込まれることであること。 

 

（３）技術流出防止措置 

 

供給確保計画の認定の対象とする取組における生産に有用かつ中核的な技術及び供給

確保計画の認定の対象とする取組における当該取組の成果である技術（いずれも公然と知

られていないものに限る。以下「コア技術」という。）について、申請に当たってコア技術

を特定し、計画に記載した上で、その流出を防止するために、以下に掲げる措置を実施す

るものであること。 

 

（ア）コア技術等へのアクセス管理 

コア技術及び公然と知られておらず、かつ、コア技術の実現に直接寄与する技

術（以下「コア技術等」という。）にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に

制限し、及び適切な管理を行うために必要な体制や規程（社内ガイドライン等を

含む。）を整備すること。 

 

（イ）コア技術等にアクセス可能な従業員の管理 

（ア）に規定する従業員に対し相応の待遇（賃金、役職等の向上）を確保する

等の手段により、当該従業員の退職等を通じたコア技術等の流出を防止する措置
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を講ずるとともに、当該従業員が退職する際にはコア技術等に関する守秘義務の

誓約を得ること。また、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働契約法（平

成 19 年法律第 128 号）その他関係する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後

の競業避止義務の誓約についても当該従業員の同意を得るための取組を行うこ

と。 

 

（ウ）取引先における管理 

申請者ではなく、取引先がコア技術等の全部又は一部を有する場合、当該コア

技術等の全部又は一部を当該取引先が有するとともに、その詳細に関して、当該

取引先と秘密保持契約を締結すること。また、当該取引先に対しても、（ア）及び

（イ）に相当する内容の措置を講ずることを求め、その履行状況を定期的にレビ

ューする等、取引先からのコア技術等の流出を防止するために必要な措置を講ず

ること。なお、その際には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和 22 年法律第 54 号）、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の

遅延等の防止に関する法律（昭和 31 年法律第 120 号）及び受託中小企業振興法

（昭和 45年法律第 145号）の諸規定に十分配慮すること。 

 

（エ）技術移転等 

コア技術等の技術移転により取組対象物資の外部依存・供給途絶に陥る蓋然性

が高まることのないようにすること。特に、申請者若しくはそのグループ会社が、

他者若しくは他国に対し、以下に掲げるいずれかの行為を行うに当たって、以下

①又は②に該当する場合は、当該行為を実施する前に、十分な時間的余裕を持っ

て経済産業省に事前に相談をすること。 

 

① コア技術等の強制的な技術移転のおそれがあること又は次に掲げる他者の

属性によりコア技術等の流出のおそれがあることを申請者が知った場合 

イ 過去五年間において、国際連合の決議その他国際的な基準に違反した実績

がある者 

ロ 外国政府等による影響を受けて事業を行う者 

 

② ①に掲げるおそれがあるとして経済産業省から事前相談をすべき旨の連絡

を受けた場合 

 

＜他者又は他国に対する行為＞  

（ⅰ）他者（申請者の子会社を含む。以下同じ。）に対し、コア技術等に係る知

的財産権を移転する、供給確保計画の認定の対象とする取組に係る事業を

譲渡する等、コア技術等そのものを移転する 

（ⅱ）他者に対し、コア技術等を提供する 
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（ⅲ）他者と、コア技術等に関する共同研究開発を行う 

（ⅳ）他国において、コア技術等に係る研究開発を行う 

（ⅴ）他国において、供給確保計画の認定の対象とする品目のうちコア技術等

を用いたものを生産する拠点を建設し、又は既存の生産拠点における設備

投資を行い、結果として当該生産拠点における当該品目の製造能力が 10％

を超える割合で増強する（ただし、当該生産拠点で生産する当該品目の

85％以上が当該他国で消費される場合を除く。） 

 

第７節 複数事業者が申請する供給確保計画の認定に関する事項 

 

同一の業種に属する複数事業者が申請する場合にあっては、その取組が実施されることに

より、申請者が営む事業と同一の業種に属する事業を営む他の事業者の活動を著しく困難に

させるものや、申請者が製造・販売する物資等や提供する役務の価格の不当な引上げが誘発

される等により、一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでない

こと。 

 

第８節 供給確保計画の認定に当たって配慮すべき事項 

 

 経済産業大臣は、供給確保計画の認定に当たっては、第６章第２節及び第３節に掲げる事

項並びに当該供給確保計画による取組を通じた地域経済への貢献や雇用創出効果に配慮す

るほか、探査・生産・製錬等の技術分野及び、経済性分野に知見を有する有識者等の意見も

聴取した上で、その内容も踏まえて当該供給確保計画の適切性を確認するものとする。 

 

 また、経済産業大臣は、第４章に定める安定供給確保支援独立行政法人基金からの助成を

希望する供給確保計画の認定に当たっては、当該基金の残額に配慮するとともに、各鉱種の

重要性（国民の生存や国民生活・経済活動に対する影響の程度）、外部依存の程度とその依

存先、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損ねる事態が生ずる蓋然性、当該

事態の緊急性（具体的影響が発現するまでの時間的猶予）等を踏まえ、当該基金を活用した

安定供給確保のための取組が効果的になされることに配慮するものとする。  
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第４章 重要鉱物の安定供給確保のための安定供給確保支援業務及び安定供給確保支援独

立行政法人基金 

 

第１節 安定供給確保支援業務の基本的な方向に関する事項 

 

本制度の運用に当たっては、安定供給確保支援業務を行う法人としてＪＯＧＭＥＣを選定

するものとする。 

 

第２節 安定供給確保支援業務の内容及びその実施体制に関する事項 

 

ＪＯＧＭＥＣが安定供給確保支援業務を行うに当たっては、安定供給確保支援業務を統括

する部署を置くとともに、認定供給確保事業者の支援を的確に実施するための適正かつ確実

な体制及び方法により、安定供給確保支援業務を実施するものとする。また、経済産業大臣

は、関係法令に基づき作成する事業計画及び収支計画の内容について確認し、適正かつ確実

な体制及び方法により執行されていることを確認するものとする。 

 

第３節 安定供給確保支援独立行政法人基金の管理に関する事項 

 

ＪＯＧＭＥＣが安定供給確保支援独立行政法人基金を設ける場合にあっては、認定供給確

保事業者への支援に関し、助成金等の交付申請時の審査、交付決定、交付決定後の検査の実

施等により適正な執行に努めるとともに、経済産業大臣が定める中期目標等の範囲で、保有

する安定供給確保支援独立行政法人基金の資産を毀損することのないよう適正な運用管理

を行うものとする。 

 

具体的には、次に掲げる内容の運用に留意するものとする。 

⚫ 助成金等の執行に当たっては、ＪＯＧＭＥＣは、経済産業大臣と連携し、供給確保計画

の審査、交付申請時の審査、交付決定、交付決定後の審査の実施等を通じ、適正な執行

に努める。特に、事業者の提出する供給確保計画の審査に当たっては、ＪＯＧＭＥＣは

これまでの探鉱、鉱山開発、製錬等の事業に携わってきた知見、専門性を活かし、計画

の実現性、妥当性を審査する。 

⚫ また、経済産業大臣が認定供給確保計画の変更を指示する、認定を取り消す等の措置を

講じた場合には、その措置の内容に応じ、助成金等の返還等の所要の手続を実施するも

のとする。 

⚫ 安定供給確保支援独立行政法人基金は他の事業との区分経理を求められているところ、

法の規定に従い、適正な会計処理を実施するものとする。 

⚫ 安定供給確保支援独立行政法人基金の管理については、資産運用の安全性と資金管理の

透明性が確保される方法により行うものとし、運用上のリスクが低い方法で運用するも

のとする。 
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第４節 安定供給確保支援業務の情報の管理に関する事項 

 

ＪＯＧＭＥＣは、認定供給確保計画に企業の競争力の源泉と深く関わりのある内容が多く

含まれ得ることに鑑み、安定供給確保支援業務で得られた情報の適切な管理を図るため、法

人文書登録を適切に行う、保存期間を定める等、公文書等の管理に関する法律（平成 21 年

法律第 66 号）に従った管理を実施するとともに、必要に応じて施錠や暗号化等の適切な手

段により、関係者以外の者が情報を閲覧できないようにするなどの措置を講ずるものとする。 
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第５章 重要鉱物に係る法第四十四条第一項の規定による指定に関する事項 

 

第１節 指定の要件 

 

次のいずれにも該当するときは、法第２章第３節から第７節までの措置では重要鉱物の安

定供給確保を図ることが困難である場合として、法第 44 条第１項に基づく指定を行うこと

ができるものとする。 

 

⚫ 当面の間、民間事業者等による安定供給確保に向けた取組の実施が想定されず、重要

鉱物の安定供給確保が困難と認められること。 

⚫ 重要鉱物について、法第 44条第６項に規定する措置（国が自ら実施する備蓄その他の

措置をいう。以下同じ。）の実施を通じて、安定供給確保のための取組を図ることが特

に必要と認められること。 

⚫ 重要鉱物について、民間事業者等が法第 44 条第６項に規定する措置を行おうとする

ことがその経済性に照らし困難と判断されること。 

 

第２節 指定解除の考え方 

 

経済産業大臣は、法第 44 条第１項に基づく指定をした重要鉱物について、安定供給確保

が一定程度図られ、特別の対策を講ずる必要が小さくなったと考えられる場合、前節で示す

特別の対策を講ずる必要のある特定重要物資の指定の要件への該当性の有無等を慎重に検

討した上で、当該指定を解除するものとする。 

 

第３節 その他留意事項 

 

（１）国が講ずる施策に関する事項 

 

経済産業大臣は、法第 44条第１項に基づく指定を行った場合には、法第 44条第６項に

規定する措置を講じて、その安定供給確保を図るものとする。 

 

（２）輸送手段の確保に関する事項 

 

重要鉱物について、法第 44 条第６項に規定する備蓄その他の安定供給確保のために必

要な措置を講ずる際には、輸送手段の確保その他の必要な措置について一層配慮するもの

とする。 
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第６章 重要鉱物の安定供給確保に当たって配慮すべき事項 

 

第１節 国際約束との整合性の確保 

 

本制度の運用に当たっては、法第 90 条の規定及び基本方針の趣旨に則り、我が国が締結

した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、ＷＴＯ協定等の国際ルールとの整合性に

十分に留意するものとする。 

 

第２節 経済活動における人権の尊重 

 

経済活動における人権の尊重が国際的にも重要な課題となっており、今後、より一層、重

要性を増していくものと考えられる。そのため、我が国として「ビジネスと人権」に関する

行動計画を着実に実施しているほか、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のた

めのガイドライン」について、「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁

施策推進・連絡会議」において決定・公表がなされている。上記ガイドラインは、主に国連

のビジネスと人権に関する指導原則、ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針及びＩＬＯ多国籍企業宣

言からなる国際スタンダードを踏まえ、企業に求められる人権尊重の取組について、日本で

ビジネスを行う企業の実態に即して、具体的かつ分かりやすく解説し、企業の理解の深化を

助け、その取組を促進することを目的としたものである。こうした背景を踏まえ、本制度の

運用に当たっては、経済産業大臣は、本制度の目的及び基本方針の趣旨を踏まえつつ、必要

に応じ、上記ガイドラインの活用等、サプライチェーンにおける人権の尊重を勧奨する等の

対応を行うものとする。 

 

第３節 サイバーセキュリティの確保 

 

昨今、複雑化・巧妙化したサイバー攻撃の脅威が増大する中、対策が手薄になりがちな自

社内の工場や海外拠点等が被害を受ける等の事案が発生しているところ、万一サイバー攻撃

で事業が停止した場合、物資の安定供給を確保できなくなるおそれがある。このような状況

を踏まえると、自社内全体を俯瞰したサイバーセキュリティ対策の必要性が増しており、サ

イバーセキュリティの確保がサプライチェーンの維持ひいては特定重要物資の安定的な供

給のために不可欠な要素となっている。このため、本制度の運用に当たっては、経済産業大

臣は、本制度の目的及び基本方針の趣旨を踏まえつつ、平素から内閣サイバーセキュリティ

センター等関係部局との連携・情報共有に努め、必要に応じ、認定供給確保事業者によるサ

イバーセキュリティの確保を勧奨するものとする。 

 

具体的には、経済産業大臣は、当該事業者の事業規模や事業内容の実情に配慮し、「サイ

バーセキュリティ経営ガイドライン」（経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構（以下

「ＩＰＡ」という。））又は「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」（ＩＰＡ）等
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を活用させる等、必要に応じ、サプライチェーンにおけるサイバーセキュリティの確保を勧

奨する等の対応を行うものとする。 

 

第４節 自律的なサプライチェーン維持に資する取引環境 

 

 将来にわたって特定重要物資の安定供給を確保するためには、そのサプライチェーンのう

ち現時点で措置が特に必要とは認められない部分についても、引き続き関係する民間事業者

等の自律的な経済活動によって維持されていく必要がある。 

 

 これを踏まえ、経済産業大臣は、取組の実施に当たり、認定供給確保事業者がサプライヤ

ー等の関係企業の実態を十分に把握し、当該特定重要物資の長期の安定供給確保を図るため

に必要となる取引環境の確保に向けた取組を実施することを勧奨するものとする。具体的に

は、長期の安定供給確保に資するサプライヤーによる設備投資等が可能となるような取引価

格の実現等、自律的なサプライチェーンの維持のための取組を勧奨する。 

 

第５節 関係者の意見の適切な考慮、施行状況の公表 

 

（１）関係者の意見の適切な考慮 

 

個別の法令を定めようとする場合には、必要に応じ、行政手続法（平成５年法律第 88

号）に基づく意見公募手続を利用し、広く関係者の意見・情報を公募するものとする。 

 

（２）施行状況の適切な公表等の実施 

 

本制度の施行状況については、法その他の関係法令、基本方針、基本指針、取組方針

等に従い、国民、事業者その他の関係者に公表するとともに、本制度に係る手続等につ

いて周知・広報を行い、本制度に関する理解と協力が得られるよう努めるものとする。 

 

第６節 関係行政機関との連携 

 

関係行政機関は、重要鉱物の安定供給確保を図るため、安全保障の確保に関する経済施策

の実施に関し、相互に協力しなければならない旨を定める法第４条第２項の趣旨を踏まえ、

法その他の関係法令、基本方針、基本指針、取組方針等に基づき相互に協力するものとする。 
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第７章 その他重要鉱物の安定供給確保に関し必要な事項 

 

本制度の運用に当たっては、施策の実効性を伴う総合的な推進を図るため、世界の安全保

障環境が激変している状況を勘案し、周辺環境の変化等に応じて適宜検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

また、経済産業大臣は、重要鉱物の施行令による指定及び取組方針の策定後、毎年度、認

定供給確保計画の定期報告、取組の実施の支障時等の報告等を通じ、重要鉱物の安定供給確

保の状況について確認を行い、必要に応じて、認定供給確保計画の的確な実施のための措置

を講ずるものとする。 

 

附 則（令和８年３月３０日改定） 

１ この取組方針は、令和８年３月３０日から適用する。 

２ 適用日前にされた供給確保計画の認定（変更の認定を含む。以下同じ。）の申請であっ

て、この取組方針の適用の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定

については、なお従前の例による。 

３ この取組方針の適用の際現に認定を受けている供給確保計画及び前項の規定に基づき

なお従前の例により認定を受けた供給確保計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及

び認定の取消しについては、なお従前の例による。 

 


